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注1）G to G…省庁・自治体間注2）G to C…自治体と住民の間注3）G to B…省庁と企業の間注4）B to B…企業間注5）in G……自治体の電子化

５．新たな電子行政サービスの提供

５－１．新たな電子行政サービスに対する考え方

国レベルでの議論や将来的な技術動向を踏まえると、現時点での一般的な電子自治体

の全体イメージは以下のようになります。会社・オフィス 家庭 郵便局・公共施設
情報ＫＩＯＳＫ（証明書交付型） 情報家電など

会社・銀行・オフィス

電子役所市区役所町村役場 市区役所電子文書交換
ネットネットネットネット電子政府

・福祉保健施設・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ・医療機関・在宅介護支援ｾﾝﾀｰ・民間業者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体
サービス提供事業者

都道府県庁
電子申請・手続サービス電子申請・手続サービス

産業振興サービス産業振興サービス

情報公開サービス情報公開サービス行政間通信（省庁、地方公共団体）行政間通信（省庁、地方公共団体）
介護・福祉・医療サービス介護・福祉・医療サービス

Ｇ to Ｂ注注注注3333
•調達
•申請・届出
•環境 B to B注注注注4444B to C

•介護・福祉（施設予約等）
•電子取引
•ﾘｻｲｸﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ

Ｇ to Ｃ注注注注2222
•介護・福祉・医療情報提供（施設紹介等）
•教育
•申請・届出
•環境・防災

iｎＧ注注注注5555
•行政情報化の推進
•文書管理／文書処理
•人事給与
•総合税
•総合土木
•行政手続き
•ＧＩＳ

Ｇ to Ｇ注注注注1111
•総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ（文書交換）
•行政間連携サービス ワンストップサービス

学校・研究機関教育サービス教育サービス
家庭

各種申請・届け出各種申請・届け出

地域医療地域医療総合福祉総合福祉

公文書閲覧（情報公開）公文書閲覧（情報公開）

地域企業のＩＴ化支援地域企業のＩＴ化支援

税の電子申告税の電子申告手数料・税の電子決済手数料・税の電子決済

他市町村、県、国との文書交換他市町村、県、国との文書交換

電子調達／電子入札電子調達／電子入札

公共施設（文化施設等） 公共図書館
予約情報

博物館・美術館・郷土資料館など
公共施設サービス公共施設サービスバーチャル・ミュージアム蔵書情報利用者情報

行政ICカード

情報家電など

基盤の整備・ネットワーク・ＩＣカード・セキュリティ／電子認証（ＰＫＩ）・電子決済

家庭
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また、電子自治体概念モデルは次のとおりとなりますが、町では既に実現されている機能

も数多くあります。

今後、電子自治体を推進していくためには、 行政内部の効率化と住民サービス向上の

両面から、未だ具現化されていない機能についての検討が必要になると思われます。今後新たにシステム化を検討既にシステム化済み（改修・見直しを含む） 現時点では対応未定内部事務システム基幹系システム 行政間サービス申請取りまとめ・送付行政間システム 情報提供住民サービス情報提供サービス 情報公開
職員ポータル

地方公共団体

住民
企業

住民記録
情報提供

電子申告電子収納
電子申請電子調達

他行政機関向け報告
インターネット

インターネット

住民情報 印鑑・戸籍各税国民年金国民健康保険
福祉教育・福祉情報 介護保険保険医療

土木生活基盤情報 下水道

財務会計 人事給与庶務事務 住民ポータル学校教育

総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ（情報ハイウェイ）電子決裁（ワークフロー）文書管理電子決済（手数料処理）電子認証（ＰＫＩ連携）
ナレッジマネジメントＧ Ｉ Ｓ

施設予約
職員

電子入札とバックオフィス連携
高齢者医療

議会運営 テレワーク電子投票
その他

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ
窓口サービス 総合窓口
新たな住民サービス

健康管理安全安心電子地域通貨ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ住基カード地域ＳＮＳ
来庁
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５－２－１－１．コンビニ収納

全国約４２，０００店舗のコンビニエンスストアで、税・使用料などの納付が２４時間・

３６５日可能になります。

導入効果としては、住民の納付に対する利便性が向上し、期限内納付率の向上が期

待できます。また、督促、催告等の必要な件数が減少し、業務量低減が見込めます。

府中町

基幹システム納付書作成 納付書送付 住民 払込み コンビニエンスストア

店舗POSレジ
リアルデータコンビニネットワークセンター（収納代行会社提携先）リアルデータ速報データ取消データ確報データ

コンビニエンスストア本部
速報ﾃﾞｰﾀ 取消ﾃﾞｰﾀ 確報ﾃﾞｰﾀ 速報データ速報取消データ確報データ入金
収納代行会社入金 入金

コンビニコンビニVANVAN ビビサービスサービス注１送信 ーデータをを利用したシステシステム開発（例）・通信データの取込み、振り分け・通信データの検索・通信データの世代管理・統計分析資料、各種一覧表の作成・基幹システムへの消込データ作成 等々
：収納代行会社サービス範囲：既存システム改修等の範囲

リアルデータ：コンビニ店舗のPOSレジで処理された時点のリアルタイムな収納情報。（一部の収納代行業者のみサービス）
速報取消データ：送信済のリアルデータ、速報データに対する取消データ。確報データ：資金決済収納情報データ。コンビニVANサービスを利用することで、上記の各種データを自治体が受け取ることが可能。

速報データ：コンビニ店舗で収納され、リアルタイムで送信されなかった収納情報。

注1）コンビニVANサービス…コンビニエンスストアと接続し、店舗で受付けた公共料金等の収納情報を自治体／企業の要望に合わせて通知するネットワークサービス

５－２．窓口サービスの見直し

５－２－１．収納の多チャンネル化
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納付者は金融機関の窓口のほか、ATM・電話・パソコン・モバイル等の各種チャネルを

利用して「いつでも」「どこでも」料金・税金の支払いができるようになります。

５－２－１－２．ＭＰＮ（マルチペイメントネットワーク）

共同利用も可 共通ソフトウェア アクセスポイント注11
基幹システム

マルチペイメントネットワーク 基幹システム
金融機関 収納機関(地方公共団体）

通信サーバ 通信サーバ
金融機関ﾁｬﾈﾙ

クリアリングセンタ注注２２ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞＡＴＭ
・・・

全体システム構成

MPNの導入に当たっては、自治体において、各担当課の業務への影響や指定金融機

関との業務確認など、様々な検討課題が発生します。情報システムの構築や改修だけで

なく、業務運用を十分に検討しながら進めていく必要があります。

①収納サービス

税金・公共料金等の支払いについて、金融機関窓口のほか、ATM・電話・パソコン

等を利用して行うことができます。また、即時に消込情報が収納機関に通知されます。

②口座振替受付サービス

利用者がATMやパソコン等を利用して、口座振替契約（新規登録・口座変更・解約）

を行うことができます。

③口座振替データ伝送サービス

収納機関（自治体）と金融機関との間の「口座振替データ」のやり取りを、従来のMT

などの媒体ではなく、ネットワークを利用したデータ伝送により行うことができます。

注1）アクセスポイント……電話回線で、パソコン通信などへダイヤルアップ接続するための電話番号が設定されている場所注2）クリアリングセンタ…Jデビット（J-Debit）の決済センターで、口座間の資金移動を行う
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継続して納付する税・料（住民税、固定資産税、住宅使用料等）の方式で、口座振替と

同様、納税者が団体の窓口に申込書を提出（あるいは郵送）する方法と、団体が用意し

たホームページ画面で入力する方法があります。

なお、住民の申込は一度だけですが、団体からはカードの有効性を毎月 （あるいは納

付月単位で）確認する必要があります。

申込書

【住民・利用者】
【府中町役場】

③持参・郵送

①申込書配布

②申込書記載

⑤オーソリ注注１、有効性確認
（初回登録時）

【カード会社】

⑧入金（立替払い）

⑦納付金額

（売上データ）送信

④受付、内容確認

⑥、②調定

⑨日計表

⑩消込データ作成

⑪請求／口座引落

①カードの有効性確認

与信枠

【指定金融機関】

会員ＤＢ

導入の課題としては、手数料負担、複数カード会社との接続、個人情報（カード情報）

の管理、クレジット取引データからの入金消込み（税目毎の振り分け、取引ＩＤと調定情

報との紐付け）、指定金融機関からの収納データ・日計表との突合などがあります。

５－２－１－３．クレジット収納

注1）オーソリ…カード会社へ販売側がそのカードの利用を認めても良いか承認を得る行為
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５－２－１－４．モバイル納付

携帯電話のカメラにより納付書に印刷されたバーコードを読み取り、納付金額を確認

後、利用者が登録している金融機関を選んで支払いができるシステムです。住民の利

便性の向上、納付率の向上につながります。クレジットカード払いやペイジーによる支払

い方法に比べ、導入コスト、検討課題も少なくなっています。

出典：ＮＴＴモバイルレジ紹介ページ
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現時点で発行できる証明書等は「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」の２種類であるこ

とと、コンビニ事業者がセブン-イレブン （ 全国１２，７５３店舗 ） に限定されていることなど、

未だサービスとしては過渡期にあります。今後、税証明などの証明業務の拡張や新たな

コンビニ事業者の参加などが計画されており、検討に当たっては、サービス充実の度合い

を見極める必要があります。

コンビニに設置されたキオスク端末から住民票等の交付が受けられるサービスです。

出典：LASDEC電子自治体推進セミナー資料

住民 ｺﾝﾋﾞﾆ

事業者

証明書交付ｾﾝﾀｰ 地方公共団体②証明書の申請 ③申請情報の送信 ④申請情報の送信
⑥証明書ﾃﾞｰﾀの送信⑧証明書ﾃﾞｰﾀ

(偽造防止対策済)送信 ⑤証明書ﾃﾞｰﾀの作成⑦偽造防止対策の実施
民間

企業等

⑨交付手数料の納付⑩証明書の印刷
⑫問い合わせ
⑬復号画面の送信⑪証明書の提示

①住基ｶｰﾄﾞによる

本人確認

(１４)証明書の真偽判定の実施

５－２－２．コンビニ交付
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５－２－３．施設予約

一般家庭等から一般家庭等から一般家庭等から

外出先から外出先から外出先から携帯電話
電話パソコン

ひろしま公共施設

予約サービス

ｽﾎﾟｰﾂ施設

ｽﾎﾟｰﾂ施設ｽﾎﾟｰﾂ施設

文化施設

文化施設文化施設

交流ｾﾝﾀｰ

交流ｾﾝﾀｰ交流ｾﾝﾀｰ

住民の

みなさま

・予約管理

・利用者登録管理

インターネットインターネット

ネットワークネットワーク

・施設の空き状況

の確認、予約

・予約した内容や

抽選を確認

・オンライン予約受付 ・オンライン予約受付 ・オンライン予約受付

「ひろしまくらしのｅネット」の機能を利用し、公共施設の利用予約を行うことができます。

県・市町の共同利用となっており、 既に導入済みの電子申請システムのオプションと

して選択することにより、自己導入よりも安価で導入が可能となります。

導入の課題としては、現行業務運用の見直し・調整が必要であることと、共同利用形

態であるため、町独自の仕様が実現しにくいことなどが挙げられます。
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広い範囲での住民との窓口としては、次のような窓口機能（チャネル）が想定されます。

とりわけ、住民をたらい回しにせず、各種証明書の発行や届出等の手続きを、1カ所ま

たは1回で行える総合窓口の開設が、全国的にも広がりつつありますが、効率的・効果

的な運用のためには、システム整備が不可欠であり、住民ポータルでのナビゲーション

機能や蓄積した“住民の声”などからのＦＡＱ注注注注１１１１などが効率的に連携することが求められ
ます。

５－２－４．総合窓口

パソコン
携帯端末

来庁電話

情報家電

住民住民住民住民

問合せ
手続き

手紙来庁 登録・参照
回答依頼

対応管理（ｽﾃｰﾀｽ管理）公開FAQ
業務ﾉｳﾊｳ対応ﾏﾆｭｱﾙ住民の声ＦＡＱＦＡＱ

エスカレーション 各種ﾚﾎﾟｰﾄ
町長への手紙、意見、提言

各部局
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ窓口

案内・受付
カウンタ

住民の声広報公聴
住民の声分析

電子申請よくある質問手続案内
ｼｽﾃﾑ連携

ナビゲーション （決裁者）承認
（担当）回答ＦＡＱ作成登録参照

とりまとめ部門意見苦情相談

・住民記録・戸籍・税・国保・介護保険・福祉

事業化行政評価

注1）ＦＡＱ …多くの人が共通して聞く質問と、それに対する回答をまとめた問答集のこと
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また、窓口での総合照会・総合発行機能については、以下のように各業務情報を集約

し、窓口対応や証明書発行業務の効率化を図る必要があります。
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５－３－１．住民ポータル（ホームページ）

住民に対する情報提供・情報公開、住民の行政参加の充実を図るための選択肢として、

住民ポータルの提供が考えられます。

導入の課題としては、“住民の声”の収集方法（個人情報等の関係）や収集した情報を

いかに政策に反映させるかなどがあります。また、住民から見た情報の見やすさなど工

夫が必要となります。注1）テキストマイニング…アンケート、Webサイトなどに寄せられるユーザーからの定性情報、掲示板などへの書き込みを解析することによって、顧客や市場のニーズを抽出し分析する

一般家庭等から一般家庭等から一般家庭等から

携帯電話

電話

パソコン

住民情報住民情報 税税

福祉情報福祉情報 内部情報内部情報

環境環境 学校教育学校教育

文書管理

情報公開

政策反映
テキストマイニング注注注注１１１１分析評価

情報提供・情報公開
情報提供・情報公開

アンケート
アンケート

問合せ受付
問合せ受付

行政相談
行政相談

住
民

ポ
ー
タ
ル

申請・届出
申請・届出

府中町
住民

地域ポータル
地域ポータル

住

民

の

声

５－３．情報提供サービスの見直し
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５－３－２．デジタルサイネージ

デジタルサイネージとは、 デジタル通信により最新の内容をいつでも受信・表示が可能

であり、内蔵記憶装置に多数の情報を保持することにより必要に応じて秒単位で表示内

容を切り替えたり動画表示を行うなど、様々な映像を展開することが可能な電子看板の

ことであり、紙などの掲示物に比べ、目に留まりやすく、興味を持たれやすいものです。

自治体での導入例として、証明書発行等の受付番号や、待ち時間、窓口案内などの情

報を表示させ、住民利便性の向上や、窓口の負担軽減に効果が出ています。

また、掲示物を電子データとして表示させることにより、ペーパーレス化の取組みにも

につながっています。

出典：三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ホームページ

出典：ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞぽっぷぽんホームページ

出典：ＮＴＴ東日本ホームページ
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出典：フェリカポケットマーケティング㈱ホームページ

住民の健康志向の高まりを受けて、様々な健康情報を手軽にパソコンや携帯電話を

通じて随時蓄積・管理するシステムがあります。

５－４－１．健康管理、安全安心

また、高齢者などの見守りメール配信・受信システムがあります。具体的には、自宅、

地元商店街、金融機関、行政機関、病院などに設置した専用端末に、高齢者が専用

カードをタッチすることにより、事前に登録した家族などのアドレスにメールを配信するこ

とができます。

とりわけ女性に着目し、ラ

イフステージ（妊娠・出産・子

育て）に対応した本人及び

乳幼児・児童の健康情報を

自らが登録・蓄積・活用でき

る仕組みを提供し、母子と家

族への不安解消、及び女性

特有の病気への対応と予防

を行う、といった活用が可能

となっています。

出典：石川県内灘町ホームページ

５－４．新たな住民サービスの検討



４２

すぎなみ電子地域通貨区内共通商品券、子育て応援券をはじめとした助成金、長寿応援ポイントなど助成ポイントを杉並区内で使える「電子地域通貨」として発行。区内消費を促すとともに、継続的な区内循環を実現する。

５－４－２．電子地域通貨

出典：ﾌｪﾘｶﾎﾟｹｯﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ホームページ

地域通貨とは、地域経済活性化、コミュニティ醸成・助け合い支援、地域やコミュニティの

アイデンティティ発信などを目的として、団体や個人などによって独自に発行され、特定の

地域やコミュニティの中で限定的に流通するお金のことです。

電子マネー、商店街での共通ポイント、地域貢献活動によるボランティアポイント、図書

館や福祉センタｰなどの各種施設における会員証、高齢者用交通券や催事の参加チケッ

トなどの各種行政発行サｰビスなどをＩＣカードに付加して提供しています。

出典：ＮＴＴデータ経営研究所ホームページ



４３

出典：国土交通省自動車交通局ホームページ

GPS注注１１１１等を用いて、つばきバスなど運行中の個々のバス車両の位置情報を収集し、
バス停に設置した表示画面や携帯電話、パソコン等に情報提供するサービスです。

これにより、渋滞や悪天候などによりダイヤに乱れが生じている場合や、運休となって

いる場合であっても、 必ずしもバス停に行くことなく運行状況の確認が可能となり、バス

停での待ち時間の短縮や目的地までの所要時間の把握など、バスを主たる交通手段と

して利用する住民の満足度の向上が期待できます。

５－４－３．バスロケーションシステム

注1）GPS…人工衛星を利用して自分が地球上のどこにいるのかを正確に割り出すシステム



４４

５－４－４．住基カードを利用したサービス

住基カードは、公的な身分証明書として利用されており、また、「公的個人認証サービ

スの電子証明書」の交付を受けることにより、本人確認を必要とする行政手続のイン

ターネット申請が可能となります。

また、市区町村は条例で定めることにより、次のような、住基カードを利用した独自の

サービス（多目的利用）を行うことができます。

出典：ＬＡＳＤＥＣホームページ

●証明書自動交付機を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書の交

付を受けるサービス

●申請書を自動的に作成するサービス

●図書館の利用、図書の貸し出し等を行うサービス（図書館カードとの一元化）

●公共施設の空き照会、予約等を行うサービス

●商店街での利用に応じポイント情報を保存し、これを活用するサービス

●検診、健康診断又は健康相談の申し込み、結果の照会等を行うサービス

●事故、急病等で救急医療を受ける場合、あらかじめ登録した本人確認情報を医療機

関等に提供するサービス

●災害時等において、避難者情報の登録、避難場所の検索等を行うサービス

●登下校時の安全安心メール配信サービス など



４５

５－４－５．地域ＳＮＳ

地域ＳＮＳとは、その地域に住んでいる人をはじめ、働いている人や興味がある人を

対象としたソーシャルネットワーキングサービスのことです。

全国規模のＳＮＳに比べ、参加者全員が府中町に何らかの形で関係を持っているの

で、親近感がわきやすく、住民同士のコミュニケーション活性化、町からの情報提供、

住民側の要望の確認など、幅広い利用が考えられます。

例：岩手県盛岡市 「モリオネット」 運用開始 2007年11月15日利用者数 1,128人 盛岡市人口 298,262人



４６

５－５－１．職員ポータル

職員向けポータルにおいて、職員認証と連携し、シングルサインオンにより、メール、掲

示板、スケジュール、グループウェア、電子決裁などの機能を利用することができます。

さらに、業務処理やクラウドサービスなどのメニュー付けを行うことにより、職員に業務

メニューの入り口機能を提供することが可能となります。なお、ナレッジシステムをグルー

プウェア機能の一環として構築することもできます。

導入の課題としては、ポータルに提供するサービスメニューの内容を十分に検討する

とともに、グループウェアと一体となった運用が必要となります。

クラウド

（自庁/

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ）

住民情報
住民情報

行政経営
行政経営

公文書
公文書

ベンダー提供型

クラウドSaaS

（ＨＰ作成）

共同利用型

クラウドSaaS

（電子入札）

生産状況 共同利用型

クラウドSaaS

（電子申請）

介護･福祉
介護･福祉

５－５．行政内部事務の見直し



４７

５－５－２．ナレッジシステム

担当課業務のノウハウの蓄積・継承を目的に、業務フローやノウハウなどを文書化した

ものを整理・蓄積し、引継ぎ時など必要な場合にすぐ取り出せるようにしておく仕組みです。

導入の課題としては、検索しやすい分類体系と、文書の名称など内容が容易に判別

できるようなルールを検討しておく必要があります。

必要な書類が

すぐに取り出せる

事務処理の

効率化



４８

５－５－３．庶務事務／電子決裁

職員の人事・給与・福利厚生関係の申請・届出事務をシステム化することにより、効率

的な内部事務管理が可能となります。また勤務データなどを蓄積することにより、行政コ

ストの把握・分析に活用できます。

導入の課題としては、現行の事務処理コストを踏まえて、システム導入効果を見極め

る必要があります。

⑨出勤簿締め処理
⑩時間外勤務等集計・勤務集計・旅費集計⑪各種申請ﾃﾞｰﾀ抽出/出力人事給与ｼｽﾃﾑへ （申請者）

申請⑥休暇申請
⑦時間外申請

⑧決裁
（所属長）

（管理者あるいは各課の庶務担当）
④出勤簿作成

（管理者あるいは各課の庶務担当）

①週休日ﾏｽﾀ登録
②勤務形態ﾏｽﾀ登録

③勤務ﾊﾟﾀｰﾝ登録／職員別ﾊﾟﾀｰﾝ登録

○月度出勤簿○月度出勤簿
⑤出勤簿修正

ﾊﾞｯﾁ処理

ﾊﾞｯﾁ処理

前処理 月初め処理

月締め処理 申請・決裁



４９

５－５－４．文書管理

起案から廃棄までの公文書のライフサイクル管理と適切な分類による所在管理を行うこ

とができます。

導入の課題として、 紙文書として収受したものについては、 従来の紙ベースの管理を

継続する必要があり、システムとの二重管理による負荷が増えることになります。また、

新たに管理・分類を整理するための事前準備にコストがかかります。

電子申請システム共同利用等

電子認証基盤Ｇ ｔｏ Ｃ

町民・家庭
Ｇ ｔｏ Ｂ

民間企業等
Ｇ ｔｏ Ｇ 中央官庁・自治体
LGWAN文書運用支援システム

文書交換システム電子文書各申請

情報公開インターネットサーバ
インターネットを利用し直接公開情報を検索できます。情報公開インターネット

住民

文書管理サーバ目録データベース原本データベース原本保管
文書情報活用

情報

公開

決裁承認起案
L G W A N形 式 文 書L G W A N 形 式 文 書

起案・決裁

iｎＧ

インターネット
インターネット 総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ（LGWAN）総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ（LGWAN）

収受収受 起案起案 電子決裁電子決裁紙決裁紙決裁 発送／施行発送／施行
公開目録抽出公開目録抽出

検索／全文検索検索／全文検索
引継引継保存／廃棄保存／廃棄 供覧／検索供覧／検索

借覧管理借覧管理



５０

５－５－５．電子入札とバックオフィス連携

開札処理

入札書処理契約方法別処理指名競争入札一般競争入札入札案件入力連携データ取込入札案件受領
入札参加申請受付票発行参加申請書受付確認通知書

指名選定業者登録指名通知書発行
内訳書処理入札書締切締切通知書発行
開札執行結果承認

札電子入札コアシステム

入札連携理契約管理テムシステム 執行伺 公示内容入力

案件情報送信
一般競争入札 指名競争入札入札参加業者受付 業者選定 入札執行伺 入札結果入力 契約締結
参加業者取込 審査結果送信 指名業者送信 開札結果取込

電子入札と契約管理をシステム上で連携させ、契約管理システムで入力した契約デー

タを電子入札システムの入札案件として送信し、また、電子入札システムから入札参加

希望者や入札結果の取込みを行うことが可能となり、入札業務の効率化につながります。

なお、財務会計システムの更新時に合わせて連携部分を構築することにより、効率的

なシステム導入が可能となります。



５１

５－６－１．ICTを活用した議会運営

「住民に開かれた議会」 を実現するため、 ICTを活用した議会運営に取り組んでいる

自治体が全国的に見受けられます。

なかでも、議会・委員会開催中の映像をインターネットを通じて、ライブ配信及び録画

配信している事例が多く、住民がわざわざ議場に行かなくても、議事を見ることが可能と

なっています。

また、新たな事例としては、スマートフォン注注注注１１１１を活用した議会採決システムがあります。
このシステムでは、従来の固定ボタン式ではなく、ICカードによる出欠確認、スマートフォ

ン及び、 無線LANを活用した採決、結果の公表が可能となり、 セキュリティも確保しなが

ら、議会運営の可視化を図っています。

出典：北海道日興通信株式会社ホームページ

出典：流山市ホームページ

５－６．その他

注1）スマートフォン…携帯電話とパソコン・PDA（携帯情報端末）の機能を組み合わせたもの



５２

出典：総務省「自治体テレワーク導入ガイド」

テレワークとは、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働

き方のことを指しています。主に「在宅勤務」「サテライト・オフィス」「モバイル勤務」という

３つの実施形態がありますが、いずれも、パソコン等を活用して、職場との連絡や情報

のやりとりをしつつ、離れた場所で業務を遂行するものです。

これにより、仕事の能率や業務の効率性の向上 、コスト削減、非常時の業務継続、育

児・介護を伴う職員の雇用継続、環境負荷の軽減、ワークライフバランスの充実などが

期待できます。

５－６－２．テレワーク



５３

５－６－３．電子投票

平成１４（２００２）年２月に電磁記録投票法が施行され、地方公共団体が条例で定めた

場合には、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票において、電磁的記録

式投票機（電子投票機）を用いて行う、いわゆる「電子投票」を導入できるようになってい

ます。

これにより、有権者が投票する際の利便性を向上させるとともに、開票事務の効率化・

迅速化を図ることができます。

出典：総務省パンフレット


